
 

平成 20 年 10 月 24 日 

プレスリリース 

社団法人 海外環境協力センター 

 

気候変動対策認証センターの設立について (お知らせ) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜参考＞ 

「カーボン・オフセットフォーラム(J-COF)事務局」は平成 20 年 4 月 1 日より、低炭素社会の実現を

目指して、カーボン･オフセットの取組に関する活動の情報収集・提供、普及啓発、相談支援等の

実施を目的として設立されております。 

 

１．設立目的等 

目 的：低炭素社会の実現を目指し、気候変動対策事業に対する第三者認証を行います。 

名 称：気候変動対策認証センター 

英 名：Certification Center on Climate Change, Japan（略称：CCCCJまたは4CJ） 

 

2. 当面の間の主な活動内容 

気候変動対策認証センターにおいて実施する主な業務としては、①カーボン・オフセット

に係る第三者認証及びラベリングスキームの運営、②「あんしんプロバイダー制度」の運営、

③オフセット・クレジット（J-VER）制度の運営を想定しております。 

○ 環境省は、平成 20 年 2 月に「我が国におけるカーボン・オフセットのあり方について（指針）」

（以下、環境省指針）を発表し、4 月にはカーボン・オフセットフォーラム（J-COF）を設立するな

ど、「市民、企業、NPO/NGO、自治体、政府等が温室効果ガスの排出量削減・吸収量増加に

主体的に取り組む国民運動」等の一環として、カーボン・オフセットの取組の普及に努めてき

ました。 

○ 環境省指針を受けて平成 20 年度に設置された課題別ワークショップ「カーボン・オフセットに

係る透明性の確保並びに第三者認証及びラベリング」や「カーボン・オフセットに用いられる

VER（Verified Emission Reduction）の認証基準に関する検討会」における議論においては、こ

れらの気候変動対策分野における「第三者認証の重要性」が指摘されています。 

○ これらの指摘をかんがみ、社団法人海外環境協力センター内に、気候変動対策事業に対す

る第三者認証を行う認証機関を設置することといたしました。利害抵触防止の観点等を踏ま

え、カーボン・オフセットフォーラム（J-COF）事務局と組織、人、情報等の面でファイアウォー

ルを設けております。 



 

① カーボン・オフセットに係る第三者認証及びラベリングスキームの運営 

課題別ワークショップ「カーボン・オフセットに係る透明性の確保並びに第三者認証及び

ラベリング」の検討に基づき、平成20～21年度（予定）におけるカーボン・オフセット第三

者認証・ラベリング業務の運営を行うモデル認証機関として機能し、カーボン・オフセット

第三者認証・ラベリングに関する知見を蓄積の上、将来のカーボン・オフセット第三者認証・

ラベリングスキーム設計にあたってこれらの知見を活用できるように還元いたします。 

 

② 「あんしんプロバイダー 制度」の運営 

「あんしんプロバイダー制度」は、オフセット・プロバイダーの過去一定期間の排出削減

量クレジットの取扱い方を確認し、手続きの妥当性等を審査した上で、ウェブサイト等にお

いて一定の信頼性が確保されたオフセット・プロバイダー名を公表することによって、消費

者等がオフセット・プロバイダーの信頼性を識別できるようにするための取組です。 

カーボン・オフセットに関し、諸外国においては、排出削減量クレジットのダブルカウン

トや実態のない排出削減量クレジットの取扱い等の不正問題が発生していることから、カー

ボン・オフセットの取組を検討している国内事業者からは、一定の信頼性が確保されたオフ

セット・プロバイダー名をウェブサイト等において確認できるような仕組みに対する要望が

生じています。一定の信頼性が確認されたオフセット・プロバイダー一覧を情報公開するこ

とは、カーボン・オフセット第三者認証の手続きをより円滑に進めることにも貢献し、それ

らオフセット・プロバイダーの利用促進により、カーボン・オフセットの取組の普及や質的

向上を後押しするものとなります。 

 

③ オフセット・クレジット（J-VER）制度の運営 

「カーボン・オフセットに用いられるVER（Verified Emission Reduction）の認証基準に

関する検討会」において、カーボン・オフセットの取組を行う事業者からの国内における排

出削減・吸収クレジットの使用に対するニーズに応える形で、オフセット・クレジット（J-VER）

制度の設計が進められています。これらの議論の結果等に基づき、制度運営に必要な業務を

担います。 

 

 

 

 

 

 

 

[本プレスリリースに関する問合せ先] 

社団法人 海外環境協力センター(OECC)内 

気候変動対策認証センター(CCCCJ)事務局 

ＴＥＬ：03-5425-3744  /  ＦＡＸ：03-5425-3745 

E-mail：info@4cj.org  / URL: http://www.4cj.org 

担 当：佐々木、大原 


